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〔開議 午前１０時００分〕 

議長（南靖久議員） これより本日の会議を開きます。 

 ただいまの出席議員は１５名であります。 

 よって、会議は成立いたしております。 

 本日の欠席通告者は、１４番、濱口議員は所用のため欠席でございます。 

 最初に議長の報告ですが、お手元に配付の報告書は朗読を省略させていただき

ます。 

 次に、去る４月２２日、沼津市において開催されました東海市議会議長会定期

総会並びに５月２６日、東京都において開催されました全国市議会議長会定期総

会におきまして、永年勤続の表彰が行われ、議長、副議長職４年以上の表彰を三

鬼和昭議員が受賞されました。また、議員勤続では３５年以上の特別表彰を濱口

文生議員、１５年以上の一般表彰を三鬼和昭議員と１０年以上の一般表彰を神保

美也議員が受賞されましたので、ここに謹んでご報告申し上げます。 

 それでは、ただいまより表彰状の伝達を行います。 

事務局長（山本和夫君） それでは、最初に、議長、副議長職４年以上の表彰をお願

いいたします。三鬼和昭議員、お願いいたします。 

〔８番（三鬼和昭議員）登壇〕 

議長（南靖久議員） 表彰状、尾鷲市、三鬼和昭様。 

 あなたは市議会正副議長の要職にあること４年、鋭意市政の発展に寄与された

功績はまことに顕著であります。 

 よって、本会表彰規定により、これを表彰いたします。 

 平成２２年４月２２日 

 東海市議会議長会会長 沼津市議会議長 山崎篤 

〔表彰状授与〕 

〔拍 手〕 

議長（南靖久議員） 表彰状、尾鷲市、三鬼和昭殿。 

 あなたは市議会正副議長として４年、市政の振興に努められ、その功績は著し

いものがありますので、第８６回定期総会に当たり、本会表彰規定により表彰い

たします。 

 平成２２年５月２６日 

 全国市議会議長会会長 五本幸正 

〔表彰状授与〕 



－２９－ 

〔拍 手〕 

事務局長（山本和夫君） それでは、引き続きまして、議員勤続表彰をお願いいたし

ます。 

 最初に、三鬼和昭議員の表彰を行います。 

議長（南靖久議員） 表彰状、尾鷲市、三鬼和昭様。 

 あなたは市議会議員の要職にあること１５年、鋭意市政の発展に寄与された功

績はまことに顕著であります。 

 よって、本会表彰規定により、これを表彰いたします。 

 平成２２年４月２２日 

 東海市議会議長会会長 

〔表彰状授与〕 

〔拍 手〕 

議長（南靖久議員） 表彰状、尾鷲市、三鬼和昭殿。 

 あなたは市議会議員として１５年、市政の振興に努められ、その功績は著しい

ものがありますので、第８６回定期総会に当たり、本会表彰規定により表彰いた

します。 

 平成２２年５月２６日 

 全国市議会議長会会長 

〔表彰状授与〕 

〔拍 手〕 

事務局長（山本和夫君） 続きまして、神保美也議員のご登壇をお願いいたします。 

〔６番（神保美也議員）登壇〕 

議長（南靖久議員） 表彰状、尾鷲市、神保美也様。 

 あなたは市議会議員の要職にあること１５年、鋭意市政の発展に寄与された功

績はまことに顕著であります。 

 よって、本会表彰規定により、これを表彰いたします。 

 平成２２年４月２２日 

 東海市議会議長会会長 沼津市議会議長 山崎篤 

〔表彰状授与〕 

〔拍 手〕 

議長（南靖久議員） 表彰状、尾鷲市、神保美也殿。 

 あなたは市議会議員として１０年、市政の振興に努められ、その功績は著しい
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ものがありますので、第８６回定期総会に当たり、本会表彰規定により表彰いた

します。 

 平成２２年５月２６日 

 全国市議会議長会会長 五本幸正 

〔表彰状授与〕 

〔拍 手〕 

議長（南靖久議員） 以上で表彰状の伝達を終わります。 

 それでは、これより議事に入ります。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第２号により取り進めた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、議長において４番、

田中勲議員、５番、三林輝匡議員を指名いたします。 

 次に、日程第２、議案第３３号「平成２２年度尾鷲市一般会計補正予算（第３

号）の議決について」から、日程第１２、議案第４３号「尾鷲市死亡獣畜焼却場

使用条例の廃止について」までの１１議案を一括議題といたします。 

 ただいま議題となりました１１議案は、朗読を省略し、直ちに提案理由の説明

を求めます。 

 市長。 

〔市長（岩田昭人君）登壇〕 

市長（岩田昭人君） 初めに、東海市議会議長会定期総会並びに全国市議会議長会定

期総会において、三鬼和昭議員におかれましては、議長、副議長４年以上の永年

勤続表彰及び１５年以上の議員勤続表彰を、濱口文生議員におかれまして

は、３５年以上の議員勤続表彰を、神保美也議員におかれましては、１０年以上

の議員勤続表彰を受けられました。このことは本市にとって大変名誉なことであ

り、また、本市の市政運営に多大なご尽力を賜り、敬意を表するとともに感謝を

申し上げる次第であります。 

 議員各位におかれましては、今後とも市政運営に一層のご支援をお願い申し上

げます。 

 さて、新しい議会体制も整いまして、いよいよこれから新たなスタートをされ

るわけでございますが、市政発展のため、議員の皆様方のご活躍を心からご期待

を申し上げますとともに、今後とも市政運営に格別のご協力を賜りますようお願
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いを申し上げる次第でございます。 

 なお、今回任期を終えられました前議長の三鬼和昭議員を始め、前副議長の中

垣克朗議員、そして前監査委員の内山��議員には、格別のご厚情を賜りました

ことを厚く御礼申し上げるものでございます。 

 まず、商工振興事業についてであります。 

 平成２１年度から開始いたしました尾鷲まるごとヤーヤ便につきましては、昨

年度、５７５名の皆様に年４回、延べ２,３００箱余りをお届けいたしました。

本年度は、４月下旬から新しいカタログを配布するとともに、申し込みの受け付

けを開始しております。新鮮なお刺身やなべものセット、あぶりや干物などの水

産物から漬物、地元銘菓まで、尾鷲を丸ごと味わっていただける内容となってお

り、また、昨年ご好評をいただいた地域情報通信「尾鷲がんばんりょる新聞」も

各便に同封してお届けいたします。６月２１日の締め切りに向けて、尾鷲商工会

議所、尾鷲観光物産協会と連携してＰＲに努めてまいりますので、ご協力のほど

よろしくお願いいたします。 

 次に、集客交流についてであります。 

 高速道路の開通を控え、熊野古道プラスアルファの地域の魅力づくりを進める

中で、熊野古道や夢古道おわせなどへの来訪者を本市の商業スペースでもあるま

ちなかへお招きし、消費や経済活動に結びつけていくための一つの手段として食

による魅力づくりを進めておりますが、尾鷲よいとこ集客交流事業では、先日、

東京から料理研究家にお越しいただき、鯛カレーの料理教室を通して養殖真鯛や

あぶりなど、本市の魅力ある食についてのご提案をいただいたところであります。

今後は、こういったご提案も参考とさせていただきながら、魅力ある魚のまちを

構築するツールの一つとして、尾鷲観光物産協会や関係機関、地域の皆様方とと

もに食の開発などを協議してまいります。 

 次に、８月７日に開催を予定しておりますおわせ港まつりは、今年で第６０回

を迎え、例年多くの市民の皆様や帰省客等を中心に花火大会などのアトラクショ

ンを楽しんでいただいておるところであります。尾鷲観光物産協会と先日発足し

た市民参加型の実行委員会におきまして、さまざまな市民団体の参加のもと、事

業内容等について企画検討が進められております。今後、市民の皆様方にも「わ

がらのまちの花火！！わがらで上げよう！！」をキャッチコピーに、イベント企

画や清掃ボランティアへの参加、また協賛金のお願いなど、市民の皆様と一体と

なったイベントとして盛り上げてまいりたいと考えておりますので、この趣旨を
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ご理解いただき、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 次に、子ども手当給付事業についてであります。 

 子ども手当は、次世代の社会を担う子供一人一人の育ちを社会全体で応援する

観点から、中学校終了までの児童を対象に１人につき月額１万３,０００円を支

給するものであります。本市におきましても、事務処理規則を定めるとともに申

請の受け付けを始めたところであり、第１回目の６月支給に向け鋭意努力をして

いるところです。本市における支給対象者は、３歳未満が３５３人、３歳以上小

学校６年生が１,２０３人、中学生４８９人を合わせて２,０４５人を見込んでお

ります。このうち、児童手当を受給していた方は、新たな申請手続は必要ありま

せんが、児童手当の給付において所得制限により支給されていなかった方、及び

中学２年生、３年生の子供がいる方は新たな手続が必要となります。この手続が

必要な方につきましては５４０人程度を見込んでおり、広報紙、ホームページ等

で周知を図り、特に中学生については、学校を通じ、一人一人に案内文書を渡す

など周知を行ってまいりました。なお、まだ申請されていない方もみえることか

ら、さらなる周知を図ってまいります。 

 次に、地域医療についてであります。 

 尾鷲総合病院を取り巻く環境は一層厳しくなっており、県下の病院の状況を見

ましても医師確保や病院運営などに苦慮している様子がひしひしと伝わってきま

す。このような中で、尾鷲総合病院におきましても、市民の皆様と市がともに知

恵を出し、一緒になって支えていくことが重要であり、現在、病院改革に鋭意取

り組んでいるところです。まず、病院内の整備につきましては、高齢の方などの

転倒を防止するために、本病院の外来棟１階、２階、トイレの出入り口の段差を

スロープに改修いたしました。また、外来棟２階、総合待合コーナーにつきまし

ても、患者数の推移を確認の上で、いすの配置数を減らし、車いすの移動に支障

を来さないよう、患者に優しく安心して安全に医療を受けていただける環境整備

を進めております。さらに本年４月の診療報酬改正への対応や、患者が自分の受

けた医療のことや家族の転院等の相談ができるスペースを新たに設置し、医療相

談コーナーとして活用していただいております。また、６月からは、医師補助者

を増員し、医師が患者に関する診断書の作成の事務処理や外来カルテへの病名表

記、診断日記についての未記載部分の代行筆記等で、医師の多忙さを少しでも軽

減できるよう改善を図っているところです。 

 病院外の取り組みにつきましては、本病院が紀北地域の医療拠点であるととも
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に、地域に愛される病院を目指し、市民の皆様のご理解とご協力をいただくため

に、６月下旬から市内各地域で出前講座を開催いたします。一方、４月と５月に

本病院の看護師養成に３件、２０３万円の寄附をいただき、感謝をいたしており

ます。今後も市民の皆様方から本病院への思いが込められた寄附がありましたら、

これを病院運営に活用させていただき、市民の皆様が一緒になって支えていく尾

鷲総合病院として運営してまいります。 

 次に、防災対策についてであります。 

 本市においては、東海地震、東南海・南海地震の脅威はもとより、台風常襲地

域であり、また、昨年の年間降雨量が３,７９３ミリと全国一を記録するなど、

風水害対策、特に土砂災害に対する防災対策が喫緊の課題となっております。昨

日、国土交通省が三重県下で唯一本市において土砂災害全国統一防災訓練を、古

江地区を主会場として、地区住民の皆様を始め尾鷲海上保安部、陸上自衛隊、災

害救助犬ネットワークなど１４防災関係機関の参加を得て実施いたしました。こ

の訓練では、地域の一人一人が防災要員との位置づけのもと、情報伝達手段の確

認、土砂災害警戒情報を活用した避難勧告の発令、住民の避難訓練、安否確認及

び救出活動などを行いました。この訓練を通じて防災体制の検証を行い、今年度、

モデル地区として予定しております住民主導による災害時要援護者避難支援体制

の構築に反映していきます。 

 また、去る５月２１日、株式会社フジトランスコーポレーションと災害時にお

ける緊急輸送に関する協定を締結しました。この株式会社フジトランスコーポレ

ーションのバージ船にもご協力いただき、大規模災害時には幹線道路が寸断され、

同地区が孤立したとの想定のもとでの船舶を活用した海上からの物資・資機材・

支援車両及び人員などの緊急輸送訓練も実施いたしました。地区住民の方々には

多くの参加をいただき、また、他の地域の方々には訓練の見学を通して防災・減

災への理解を一層深めていただくことができました。 

 次に、防災コーディネーターの育成についてであります。 

 防災コーディネーターは、平常時は自主的に地域や企業等において地域防災力

の向上のための役割を担うとともに、県や市等の要請により防災訓練や啓発事業

等の支援を行い、災害時には公的な組織等と協働して復旧・復興活動を支援する

役割を担っており、その育成講座が実施されます。この講座を主催する三重県三

重大学では、東紀州地域を今後の人材育成の重点地域としてとらえ、今まで津会

場で開催されていた講座を本市においても開催していただけることになりました。
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自主防災会や企業などを中心に多くの方々の参加をお願いし、地域の人材育成、

防災力の向上に努めてまいります。 

 それでは、今回提案しております議案第３３号「平成２２年度尾鷲市一般会計

補正予算（第３号）の議決について」から、議案第３６号「平成２２年度尾鷲市

水道事業会計補正予算（第１号）の議決について」までの４議案についてご説明

いたします。 

 今回の補正予算は、子ども手当関連と前年度で債務負担行為をお願いしました

事項の入札結果によるものが主なものであります。 

 それでは、お手元に配付の一般会計補正予算（第３号）主要事項説明の１ペー

ジをごらんください。 

 今回の補正予算計上額は、予算集計表に記載のとおり、一般会計で１

億６,３１０万５,０００円、国民健康保険事業会計で４８万５,０００円、病院

事業会計で７１５万８,０００円、水道事業会計で３０万７,０００円をそれぞれ

追加し、これにより各会計を含めた予算総額を１７７億８,６８９万８,０００円

とするものであります。 

 まず、一般会計からご説明いたします。 

 ２ページをごらんください。 

 歳入の概要につきましては、１３款国庫支出金は、１億５,９２１万６,０００

円の増額です。これは、児童手当負担金４,５６３万９,０００円の減額と子ども

手当負担金２億９２５万６,０００円の追加並びに女性特有のがん検診推進事業

補助金を県支出金へ組みかえることによる４４０万１,０００円の減額によるも

のであります。 

 １４款県支出金は、３４３万９,０００円の増額です。これも、児童手当負担

金２,７５５万６,０００円の減額と子ども手当負担金２,８２９万６,０００円の

増額並びに女性特有のがん検診推進事業が国庫支出金から県支出金の組みかえと、

その補助率が本年度から２分の１に変更になったことによる２２０万円の増額が

主なものであります。 

 １６款寄附金は、一般寄附金として４５万円の増額であります。 

 次に、歳出であります。 

 ３ページをごらんください。 

 各款別の補正額は一覧表に記載のとおりであります。このうち主なものについ

て次のページでご説明いたします。 
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 ４ページをごらんください。 

 まず、各款共通事項として、職員手当等でございます。本年度から子ども手当

の支給が開始されることに伴い、児童手当を５５８万円減額し、子ども手当

を１,３４６万８,０００円追加するものであります。 

 次に、総務費ですが、一般管理費で公用車集中管理等業務委託料９８

万２,０００円の減額並びに市庁舎等清掃業務委託料３４万８,０００円の減額は、

入札結果に伴うものでございます。財産管理費は、基金積立金の財政調整基金積

立金に１,３９４万９,０００円を追加するものであります。企画費は、総合計画

策定委託料２３３万円の減額、これは入札の結果によるものであります。 

 民生費では、社会福祉総務費で、国民健康保険事業特別会計繰出金として４８

万５,０００円の増額、児童措置費で、児童手当で１億７５万円を減額し、子ど

も手当で２億６,５８５万円を追加するものであります。 

 衛生費では、塵芥収集費で、可燃ごみ収集運搬業務委託料９９５万３,０００

円の減額、並びに、し尿処理費でクリーンセンター施設運転保守管理包括業務委

託料１,５２７万９,０００円の減額は、入札結果によるものであります。 

 次に、農林水産業費では、漁港管理費で、古江漁港灯台の移設に伴う防波堤の

強度調査の設計業務委託料２００万円の追加であります。 

 土木費では、街路事業費で、都市計画道路の見直しに伴う都市計画図面を作成

するための委託料２４８万円の追加であります。 

 ５ページをごらんください。 

 教育費でございます。 

 事務局費で、入札結果による市庁舎別館清掃業務委託料３万９,０００円の減

額、県からの受託事業として、学校での効果的な指導や評価のあり方等について

の研究事業として、学力アドバンス事業１３万１,０００円、幼稚園、保育園、

小学校、中学校で子どもたちの豊かな育ちを支援する交流や連携のあり方を研究

する事業として、幼保小中育ちのリレー事業３０万円を追加するものであります。 

 公民館費は、中央公民館清掃業務委託料１６万２,０００円の減額、体育館管

理費の体育文化会館清掃業務委託料４万１,０００円の減額は、それぞれ入札結

果によるものでございます。 

 ６ページをごらんください。 

 国民健康保険事業特別会計は、４８万５,０００円を追加し、歳入歳出総額

を２８億９９０万３,０００円とするものです。歳入では、繰入金で一般会計か
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ら４８万５,０００円を繰り入れするものであります。歳出では、総務費で子ど

も手当等の追加による４８万５,０００円を増額するものであります。 

 続きまして、企業会計についてご説明いたします。 

 ７ページをごらんください。 

 病院事業会計であります。 

 まず、収益的収入及び支出であります。 

 支出で、子ども手当の追加などによる医業費用７３２万円の増額と、医業外費

用で前年度借り入れの企業債利息の確定により１６万２,０００円を減額するも

のであります。資本的収入及び支出では、収入で寄附金２０２万９,０００円を

増額するものであります。 

 ８ページをごらんください。 

 水道事業会計でございます。 

 収益的収入及び支出であります。支出で、子ども手当の追加などによる営業費

用３０万７,０００円を増額するものであります。 

 以上をもちまして、議案第３３号「平成２２年度尾鷲市一般会計補正予算

（第３号）」などの４議案の説明とさせていただきます。 

 次に、条例案についてご説明いたします。 

 議案第３７号「尾鷲市過疎地域自立促進対策に伴う固定資産税の特例措置に関

する条例の制定について」につきましては、過疎地域自立促進特別措置法の延長

と、指定要件が拡充されたことにより、本市が本年４月１日に過疎地域指定を受

けたことに伴い、製造の事業、ソフトウェア事業、ソフトウェア業、もしくは旅

館業の用に供する設備を新設し、または増設したものについて、固定資産税の特

例を定めるものであります。過疎地域指定により租税特別措置法の適用を受ける

設備は、取得価格が２,７００万円を超えるもので、課税免除の期間は新たに固

定資産税が課されることになった年度から３カ年度であります。 

 次に、議案第３８号「尾鷲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正

について」及び議案第３９号「尾鷲市職員の育児休業等に関する条例の一部改正

について」につきましては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働

者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律並びに国家公務員の

育児休業等に関する法律の一部を改正する法律により、地方公務員の育児休業等

に関する法律が一部改正されたことに伴う一部改正であります。 

 次に、議案第４０号「尾鷲市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例
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の一部改正について」につきましては、非常勤の委員等が本会議や委員会に出席

したとき、もしくはそれぞれの委員会の開催が午前から午後にまたがる場合の費

用弁償日額１,０００円の支給を廃止する一部改正であります。 

 次に、議案第４１号「尾鷲市職員退職手当条例の一部改正について」につきま

しては、雇用保険法等の一部が改正されたことに伴う一部改正であります。 

 次に、議案第４２号「尾鷲市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例

措置に関する条例の一部改正について」につきましては、尾鷲市過疎地域自立促

進対策に伴う固定資産税の特例措置に関する条例の制定に伴う一部改正でありま

す。 

 次に、議案第４３号「尾鷲市死亡獣畜焼却場使用条例の廃止について」につき

ましては、本市の焼却炉は、犬、猫等の小動物の焼却のみであり、条例の対象と

なる牛、馬などの大型動物の焼却は行っていないことから、本条例を廃止しよう

とするものであります。 

 何とぞよろしくご審議いただき、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

議長（南靖久議員） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 議事日程に従い、審議は留保といたします。 

 次に、日程第１３、報告第８号「財団法人尾鷲市開発公社の平成２１年度決算

及び平成２２年度事業計画等について」及び日程第１４、報告第９号「財団法人

尾鷲文化振興会の平成２１年度決算及び平成２２年度事業計画等について」の報

告２件を一括議題といたします。 

 ただいま議題となりました報告２件は、朗読を省略し、直ちに説明を求めます。 

 市長。 

〔市長（岩田昭人君）登壇〕 

市長（岩田昭人君） それでは、報告第８号「財団法人尾鷲市開発公社の平成２１年

度決算及び平成２２年度事業計画等について」、報告第９号「財団法人尾鷲文化

振興会の平成２１年度決算及び平成２２年度事業計画等について」につきまして

は、副市長と生涯学習課長から説明させますので、よろしくお願い申し上げます。 

議長（南靖久議員） 副市長。 

〔副市長（横田浩一君）登壇〕 

副市長（横田浩一君） それでは、報告第８号「財団法人尾鷲市開発公社の平成２１

年度決算及び平成２２年度事業計画等について」ご説明いたします。 

 この報告は、地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき報告するもので
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あります。 

 最初に、平成２１年度事業報告書及び決算についてご説明いたします。 

 平成２１年度事業報告及び決算書の１ページをごらんください。 

 事業報告でありますが、１、用地取得事業、２、用地売却事業はございませ

ん。３、その他の（１）用地管理、（２）庶務事項につきましては記載のとおり

であります。 

 次に、決算についてご説明いたします。 

 ２ページをごらんください。 

 正味財産増減計算書であります。経常増減の部の①基本財産運用益から④雑収

益までの経常収益は４６１万７,４１４円で、内訳といたしまして、基本財産運

用益の基本財産受取利息２万２,８０３円は、基本財産である引当預金及び定期

預金利息であります。基本財産受取配当金１,１００円は、投資有価証券の配当

金であります。受取補助金の受取尾鷲市補助金３７８万２,９９９円は、尾鷲市

駅前広場用地等を先行取得している借入金の利息であります。土地使用料収

入８１万２２０円は、瀬木山用地の一部土地貸付収入１２万円と、電柱等への土

地貸付収入３,６００円に加え、昨年５月より駐車場用地として貸しつけており

ます中央用地の６８万６,６２０円であります。雑収益は普通預金利息の２９２

円であります。 

 次に、経常費用でございます。①管理費の役員報酬支出から雑費までの経常費

用は４３２万２,２５０円で、内訳は、役員報酬支出が３万９,６００円、建物減

価償却費３４万２,０００円は本庁舎南側別館の減価償却であります。租税公

課２万円は法人県民税、支払負担金１３万２,０００円は公益法人協会会費、支

払利息３７８万２,９９９円につきましては、長期借入金の支払利息でございま

す。雑費５,６５１円は、印鑑証明書発行手数料及び残高証明書発行手数料等で

あります。 

 経常収益合計４６１万７,４１４円から経常費用合計４３２万２,２５０円を差

し引いた額２９万５,１６４円が当期経常増減額であります。 

 次に、経常外増減の部でございますが、ごらんのように収益、費用ともござい

ませんでした。したがいまして、当期一般正味財産増減額は２９万５,１６４円

となり、期首残高３４２万３,９２７円に当期の増減額を加えた額が一般正味財

産期末残高の３７１万９,０９９円であります。 

 次に、３ページの貸借対照表をごらんください。 
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 資産の部であります。 

 １、流動資産といたしまして、普通預金が３６４万６,４９１円、２、固定資

産は、基本財産として建物から定期預金までの１,９４８万５,０００円と、その

他固定資産の土地３億７,０５８万７,６００円を合計した３億９,３７１

万９,０９１円となり、資産合計は３億９,３７１万９,０９１円であります。 

 次に、負債の部であります。 

 負債合計は、固定負債の長期借入金が３億９,０００万円で、資産合計３

億９,３７１万９,０９１円から負債合計３億９,０００万円を差し引いた

額３７１万９,０９１円が正味財産となり、負債及び正味財産合計と資産合計額

が一致するものであります。 

 次に、４ページの財務諸表に対する注記でございますが、重要な会計方針、基

本財産及び特定資産の増減額及びその残高等を記載させております。 

 次に、５ページの財産目録をごらんください。 

 先ほどご説明いたしました貸借対照表の詳細であります。流動資産の現金預金

は、普通預金として百五銀行から東海労働金庫までの金融機関に合計で３６４

万６,４９１円を預け入れしております。 

 事業資産の土地につきましては、開発公社が所有しております３カ所の台帳価

格３億７,０５８万７,６００円であります。 

 次に、固定資産の基本財産でありますが、建物で９９７万６,４８０円と、減

価償却引当預金９０２万３,５２０円、投資有価証券が紀北信用金庫に１万円、

伊勢農業協同組合に３万５,０００円、定期預金が百五銀行に４４万円で、資産

合計が３億９,３７１万９,０９１円であります。 

 また、負債の部では、固定負債といたしまして紀北信用金庫に３億９,０００

万円の長期借入金があり、資産合計３億９,３７１万９,０９１円から負債合計３

億９,０００万円を差し引いた正味財産は３７１万９,０９１円となり、貸借対照

表と同額となります。 

 次に、６ページをごらんください。 

 当公社が所有する期首の土地３カ所の用地につきまして、当期の増加・減少が

なかったため期首と同額であります。したがいまして、地積は５,６８６.６７平

米、価格で３億７,０５８万７,６００円であります。 

 次のページは、幹事による監査報告であります。 

 続きまして、平成２２年度事業計画及び予算案についてご説明いたします。 
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 １ページの事業計画書をごらんください。 

 １、用地取得計画及び２、用地売却計画はございませんが、引き続き用地の有

効利活用を検討してまいります。通常の業務といたしましては、３、その他の

（１）用地管理と（２）庶務事項等であります。 

 次に、２ページの正味財産増減計算書をごらんください。 

 記載のうち、本年度予算額の説明をいたします。 

 経常増減の部といたしまして、①基本財産運用益から④雑収益までの経常収益

は４６９万９９０円で、主なものといたしましては、受取補助金等の３７９

万６,０００円で、尾鷲市からの補助金でございます。使用料収入、土地使用料

収入８７万９９０円は、公社所有地貸付収入であります。 

 次に、経常費用は、役員報酬から雑費までの管理費４５３万円で、内訳といた

しましては、役員報酬支出が４万円、建物減価償却費３４万２,０００円、租税

公課２万円、支払負担金１３万２,０００円は公益法人協会費等の負担金、支払

利息３７９万６,０００円は、長期借入金の利息であります。雑費は２０万円で

あります。 

 経常外増減の部は、本年度収支がございません。したがいまして、経常収益か

ら経常費用を差し引いた額１６万９９０円が当期一般正味財産増減額となり、こ

れに一般正味財産期首残高３７１万９,０９１円を加えた３８８万８１円が一般

正味財産期末残高となります。 

 次に、３ページの貸借対照表をごらんください。 

 資産の部であります。 

 １、流動資産では、現金預金といたしまして、普通預金が３８０万７,４８１

円、２、固定資産は、（１）基本財産として、建物から定期預金までの１,９４８

万５,０００円と、（２）その他固定資産の土地が３億７,０５８万７,６００円で、

資産合計は３億９,３８８万８１円となります。 

 次に、負債の部であります。 

 負債合計は、１、固定負債の長期借入金３億９,０００万円であります。正味

財産は、資産合計から負債合計を差し引いた額３８８万８１円で、下段の負債及

び正味財産合計は資産合計と一致いたしております。 

 次に、４ページの財務諸表に対する注記でありますが、記載のとおりでありま

す。 

 続きまして、５ページの事業用土地の内訳書でありますが、ごらんのとおり中
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央町用地ほか２カ所でございます。 

 以上をもちまして、報告第８号「財団法人尾鷲市開発公社の平成２１年度決算

及び平成２２年度事業計画等について」のご説明とさせていただきます。 

議長（南靖久議員） 生涯学習課長。 

〔教育委員会生涯学習課長（川端直之君）登壇〕 

教育委員会生涯学習課長（川端直之君） それでは、報告第９号「財団法人尾鷲文化

振興会の平成２１年度決算及び平成２２年度事業計画等について」ご説明いたし

ます。 

 平成２１年度事業報告及び決算書の１ページをごらんください。 

 財団法人尾鷲文化振興会の概要であります。 

 設立目的、基本財産、事業内容、役員構成が記載されており、ごらんのとおり

であります。 

 次に、２ページ、３ページをごらんください。 

 事業報告であります。 

 理事会は３回開催しております。自主事業の実施に当たっては、運営委員会で

検討を行っており、２１年度は５回開催しております。 

 次に、４ページをごらんください。 

 文化会館の管理運営の状況であります。 

 まず、施設別利用状況でございますが、下段の表に記載のとおり、来館者数は

合計３万５,３９６人で、昨年度と比べ３,１４８人の増となっております。 

 次に、５ページの催し物利用状況はごらんのとおりであります。 

 次に、６ページ、７ページをごらんください。 

 本振興会が主催した事業であります。コンサート等６回、共催事業４回、映画

が５回、計１５回実施しております。 

 次に、８ページをごらんください。 

 収支決算書であります。 

 まず、収入の部でありますが、基本財産運用収入が９万３,０００円、これは

定期預金利息であります。 

 事業収入として、自主事業による入場料等収入が２５４万６,６１３円、刊行

物等販売収入が３０万８,８８０円、これは自販機売捌及び物品販売手数料であ

ります。貸館利用料収入が８１９万８,１００円で、合計１,１０５万３,５９３

円であります。 
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 雑収入が１万１,７５０円、公衆電話通話料等であります。 

 管理受託収入が４,９５０万円、これは、尾鷲市との委託契約に基づく収入で

あります。 

 前期繰越金が１１３万２,２１１円となり、説明欄に記載のとおり、事業費繰

越金５１万４,８５５円は、事業費として積み立てており、管理費積立金６１

万７,３５６円は補正予算に計上し、光熱水費等に充当しております。 

 以上、収入合計は６,１７９万５５４円であります。 

 なお、未収金の１１７万１,２００円につきましての詳細は、１２ページでご

説明いたします。 

 次に、９ページの支出の部の事業費をごらんください。 

 これは、自主事業に係る経費であります。 

 このうち主なものとして、消耗品費は７６万８,８４５円で、舞台照明用電球

代等であります。 

 次に、印刷製本費６１万９,０７５円は、ポスター、プログラム、チケット等

の印刷代、賃借料１４９万４,６４１円は、映画フィルム料等であります。 

 委託費の７１７万２,２００円は自主事業の委託料であります。 

 食糧費の５万９,２００円は、出演者の食事代で、宣伝広告費４１万５,８００

円は新聞広告掲載料等であります。 

 以上、事業費合計が１,０７３万７,５６１円であります。 

 なお、未払金につきましての詳細は、１２ページでご説明いたします。 

 次に、１０ページの管理費をごらんください。 

 この費用は、会館の維持管理に係る経費であります。 

 主なものは、職員１名の給料手当として６７８万１,２３７円、嘱託職員４名

の臨時雇用賃金が９４５万４５５円であります。 

 修繕費１１６万３,０９０円につきましては、会館の修繕費として支出してお

ります。 

 光熱水費は１,０４２万４,２７２円、会館設備保守点検の委託料は１,４３０

万１,９９０円、決算合計が４,９３１万２,４８７円であります。 

 なお、未払金につきましての詳細は、１２ページでご説明いたします。 

 次に、１１ページをごらんください。 

 特定預金支出であります。 

 退職手当積立金支出の８５万５,１１７円は、職員１名分の退職金積み立ての
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経費であります。事業等積立金５１万４,８５５円は、前年度からの繰越金を積

み立てたもので、特定預金支出額合計は１３６万９,９７２円であります。 

 支出額合計は６,１４２万２０円、収入から支出を差し引きますと、収支差

額３７万５３４円となります。法人税等が７万６,４００円となり、収支差額か

ら差し引いた２９万４,１３４円が次年度への繰越金となります。 

 次に、１２ページをごらんください。 

 未収金、未払金、未払消費税の内訳であります。未収金１１７万１,２００円

は、吹奏楽部定期演奏会、確定申告相談会場の会館の利用が年度末であったため

未収となっておりますが、既に収入済みであります。 

 未払金は明細のとおりですが、事業費、管理費、消費税等すべて支払い済みで

あります。 

 次に、１３ページをごらんください。 

 貸借対照表であります。 

 資産の部はごらんのとおりで、流動資産と固定資産４,６４９万３,１５８円で

あります。 

 負債の部では、負債合計は７７４万７８８円となり、資産合計から負債合計を

差し引いた額が正味財産として３,８７５万２,３７０円であります。 

 次に、１４ページ、１５ページをごらんください。 

 正味財産増減計算書であります。 

 まず、経常増減の部でありますが、基本財産運用収益９万３,０００円と事業

収益１,１０５万３,５９３円、雑収益１万１,７５０円、管理受託収益４,９５０

万円で、経常収益が６,０６５万８,３４３円であります。経常費用としては、事

業費計１,０７３万７,５６１円に１５ページの管理費計５,０６６万２,９４６円

を加えた経常費用計が６,１４０万５０７円となり、当期経常増減額はマイナ

ス７４万２,１６４円であります。 

 当期経常増減額マイナス７４万２,１６４円に一般正味財産期首残高３,９４９

万４,５３４円を加えますと、正味財産期末残高は３,８７５万２,３７０円であ

ります。 

 １６ページをごらんください。 

 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高の内訳であります。 

 基本財産の定期預金３,０００万円は、ごらんの銀行に預貯金されております。

特定資産の普通預金は１,３５４万６,９３７円で、当期末残高合計は４,３５４
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万６,９３７円であります。 

 １８ページをごらんください。 

 財産目録であります。 

 資産合計で、流動資産として普通預金と未収預金の合計が１４８万７,５０３

円、固定資産として基本財産の３,０００万円と特定資産１,３５４万６,９３７

円と、その他固定資産１４５万８,７１８円の固定資産合計は４,５００

万５,６５５円で、資産合計は４,６４９万３,１５８円であります。 

 負債の部では、流動負債として未払金等の合計が１１９万３,３６９円、固定

負債として退職給与引当金６５４万７,４１９円、負債合計は７７４万７８８円

であります。 

 資産合計から負債合計を差し引いた正味財産は３,８７５万２,３７０円であり

ます。 

 １９ページから２１ページは、先ほどご説明いたしました収支決算書を「公益

法人会計における内部管理事項について」に示された様式で表記したものであり

ます。 

 次に、２２ページをごらんください。 

 収支計算書に対する注記で、ごらんのとおりでございます。 

 次に、２３ページをごらんください。 

 ５月１８日に実施しました監査報告書であります。 

 続きまして、平成２２年度事業計画及び予算についてご説明させていただきま

す。 

 １ページをごらんください。 

 平成２２年度の基本方針はごらんのとおりであります。 

 ２ページ、３ページをごらんください。 

 平成２２年度事業計画でありますが、理事会の開催予定及び運営委員会の開催

予定をそれぞれ記載しております。 

 ４ページをごらんください。 

 自主事業計画であります。本年度は、９月にジャズ、１０月にコンサートを開

催するほか、映画会５回、１０月の尾鷲節コンクールの共催など、計１３回の自

主事業を計画しております。 

 次に、５ページをごらんください。 

 収支予算書であります。 



－４５－ 

 まず、収入の部では、基本財産運用収入が定期預貯金利息の９万円、事業収入

として入場料収入が５１０万円、刊行物等販売収入が３０万円、貸館利用料

が６００万円、計１,１４０万円であります。 

 管理受託収入が４,９５０万円、これは尾鷲市との委託契約に基づく収入であ

ります。収入合計は６,０９９万７,０００円であります。 

 次に、６ページをごらんください。 

 支出の部、事業費であります。 

 これは、本振興会が実施します自主事業に係る経費であります。このうち主な

ものは、賃借料が１８４万５,０００円、委託料が７１５万８,０００円であり、

予算合計は１,１４０万５,０００円であります。 

 次に、７ページをごらんください。 

 管理費であります。 

 これは、会館の維持管理に関する経費であります。 

 本振興会が指定管理を受け３年目の最終年度となりますが、昨年度とほぼ同水

準の予算計上となっております。 

 そのうち主なものは、給料手当が７１９万７,０００円、福利厚生費が２３１

万２,０００円、臨時雇用賃金が４名分で８９８万８,０００円を計上いたしてお

ります。光熱水費として９７２万円、浄化槽法定点検等の手数料として１９８

万９,０００円、会館の保守管理業務としての委託費が１,５４５万８,０００円、

合計が４,８８６万３,０００円で、前年度と比べ１２万９,０００円の増となっ

ております。 

 次に、８ページをごらんください。 

 特定預金支出であります。合計で７２万９,０００円であり、支出合計

は６,０９９万７,０００円であります。 

 ９ページから１３ページは、公益法人会計基準で表記したものであります。 

 また、１４ページから１６ページは、「公益法人会計における内部管理事項に

ついて」に示された３区分の様式で表記したものであります。 

 以上をもちまして、報告第９号「財団法人尾鷲文化振興会の平成２１年度決算

及び平成２２年度事業計画等について」のご説明とさせていただきます。 

議長（南靖久議員） 以上で報告は終わりました。 

 これより報告に対する質疑に入ります。 

 ただいまのところ、質疑の通告はございません。 
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 質疑のある方は、報告案件であることにご留意の上、ご発言をお願いいたしま

す。 

 １３番、髙村議員。 

１３番（髙村泰德議員） 開発公社のことについて、ちょっとお聞かせ願います。中

央町の用地は個人に貸しておるように見えるんですが、それはどういうことでし

ょうか。これは事業用土地の内訳として載っておるもので、将来、市で何か使う

んじゃないんでしょうか。このことを説明願います。 

議長（南靖久議員） 副市長。 

副市長（横田浩一君） お答えいたします。中央町用地でございますが、現在、現地

をご覧の方はご存じかと思うんですけども、新築の医院の駐車場の横の用地でご

ざいますが、そもそも都市計画街路用地として先行取得したものでございますけ

ども、都市計画街路事業が、その後、計画としては進んでおりませんので、今現

在、ああした土地になっております。さらに土地としましては、そもそも市民の

方々の公共の用地として取得したものでございますから、有効活用する必要があ

るという中で横の医院に貸し付けし、その収入を得ているという状況でございま

す。 

議長（南靖久議員） １３番、髙村議員。 

１３番（髙村泰德議員） わかりました。そしたら、土地の価格なんかは示されてい

るんですけど、貸し賃なんかはわかりませんか。幾らで貸しておるのか。 

議長（南靖久議員） 総務課長。 

総務課長（三木正尚君） 中央町用地の貸付料なんですけども、月額で６

万２,４２０円で、年間使用料収入として７４万９,０４０円で貸し付けておりま

す。 

 以上です。 

議長（南靖久議員） ８番、三鬼和昭議員。 

８番（三鬼和昭議員） 同じく報告第８号「財団法人尾鷲市開発公社の平成２１年度

決算及び平成２２年度事業計画等について」から、先ほどのことで、髙村議員の

方から、これを貸していることについては、昨年の事業計画の中で示されており

ますので理解はしますが、ただ、これまでにも議会におきまして、この土地につ

いては有効利用をするべきではないかという指摘の同僚議員がたくさんおったわ

けですが、この土地につきましては、簿価が約２００坪ぐらいで８,５７２万円

相当します。現状の価格としてはかなり下がっておるとは思うんですけど、以前
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にもこういった問題で、この取り扱いについてはアクシデントがあったんですけ

ど、都市計画審議会におきまして、都市計画道路の見直しの中には、この手前の

道路までが市役所前から廃止方向が認められ、もう既にパブリックコメントで市

民の皆さんに公表されておるということは、廃止するという方向性が強いと思う

んですね。今後、貸しておる土地を売却というか、借りておる人を中心に売却す

る考えがあるので、今年２２年度いっぱいぐらい、手続的に廃止とかそういった

ものにはかかると思うんですけど、そういったことについてはどうなのかという

ことだけお聞かせください。 

議長（南靖久議員） 副市長。 

副市長（横田浩一君） ご指摘のように、都市計画街路につきましては廃止の方向性

でございますので、最終決定の上は、当該用地につきまして売却といったことも

含めながらいろいろあたっていきたいと思います。 

議長（南靖久議員） ８番、三鬼和昭議員。 

８番（三鬼和昭議員） 我々は、この開発公社につきましては、こういったときに質

疑する以外は発言する機会というんですか、こういった外郭団体の取り扱いにつ

いては一般質問等でもできますが、質疑の中でもうちょっときっちりお答えして

いただきたいというのは、この損益計算書に当たる正味財産増減計算書等々を見

てみますと、貸し付けすることによって土地使用料収入等がふえておりますから、

これはいいことではないかなと思うんですけど、都市計画の見直しが、大幅に残

す路線とかが明確になってきておりますし、もう既に何十年もたっておる、そし

て今の尾鷲市の現状を考えると、果たしてこの開発公社そのものが要るのかどう

かということを踏まえて、１点その辺の考えをお聞かせいただきたいと思います。 

 この開発公社を設置しておることによりまして、減価償却と、それから有価証

券等々についても約九百四、五十万円、こういったように積み立てておるわけで

すね。これは、この減価償却が生きるのか生きないのかは別にしてでも、こうい

った約１,０００万円ぐらいのお金というのも有効に考えられるというか、開発

公社の持ち物でなく普通財産にすれば減価償却の必要等々もなくなりますから、

余分にこういった財政を組まなくてもいいということがありますので、こういっ

た新しい都市計画が認められた場合、この開発公社の扱いについて、基本的な考

え方としてどのように考えを持っておるのか、副市長の答弁であれでしたら、市

長がその辺は開発公社の存在をどうしていくのかということを踏まえて、お考え

をお聞かせ願いたいと思います。 
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議長（南靖久議員） 副市長。 

副市長（横田浩一君） お答えさせていただきます。 

 当該開発公社につきましては、昭和３７年に設立されたものでございますけど

も、当時の日本の状況を思い起こしていただきますと、高度経済成長の中で土地

価格が高騰していると。そういう中で、公共事業も大きく推進していくという中

で、土地が相当高騰してまいりました。ということで、先行取得が必要というこ

とで、尾鷲市に限らず日本全国土地を先行取得するという制度が成り立ったわけ

でございます。その後、景気もこんな状況になっておりまして、その開発公社の

先行取得という役割は相当薄らいできております。そういった中で、平成２０

年１２月１日に、公益法人制度改革３法というのが施行になりまして、これによ

りますと、現在の財団法人、この尾鷲市の開発公社自体は、いわゆる民法３４条

法人でございますけども、これは平成２５年１１月３０日までに財団を公益の財

団法人あるいは一般財団法人のいずれかに移行しなければならないという法律で

ございます。公益といいますのは、公益性の非常に強いもの、特定の目的による

もの、それから一般につきましては、一般的な事業を行えるものといったもので

ございますが、そういった中で、当該公社の役割が薄くなってきておることを勘

案しますと、その役割としては解散の方向に向かっておるんじゃないかなという

形で考えています。最終的には理事会の方で決定されますので、大きな流れの中

で、市としましてもそういったことの検討を加えていただきながら判断させてい

ただきたいと思っております。 

議長（南靖久議員） ８番、三鬼和昭議員。 

８番（三鬼和昭議員） さっきの方向性は理解しました。理事会等々につきましても、

役員報酬については４万円弱という大きな金額でない中で、民間の方を踏まえて

この議論もしていただいておるとは思いますが、そういった考えで、もうむだと

いうか、尾鷲市の場合、宅地造成であるとか、そういったものの環境を見れば無

理な状況にありますから、こういった余分な形をするような組織は見直しが必要

じゃないかと。そのことによって、尾鷲市においては土地の価格に事務費を上乗

せしていたのを凍結するために事業をやったんですけど、余分なことというか簿

価を変更してしまって、その金額に同等するような金額が横領されたという不幸

な事件があるんですけど、あわせて、こういった事件に関しまして、これの弁済

については銀行等の絡みがありますが、この担当しておった職員の退職金につい

て返還を求めるということがあったんですけど、これについて関係があるという
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ことで、現状としてはどのような措置か、請求し続けているのかどうか、このこ

とだけお伺いして質疑を終わりたいと思います。 

議長（南靖久議員） 総務課長。 

総務課長（三木正尚君） 先ほどの三鬼議員の質問ですけども、その後、担当課とし

ては年に１回以上、本人と面談、面接をしていろいろお願いをしておるところで

すけども、ただ、あれから以降の進展というのがないというのが今現在報告でき

る段階です。 

 以上です。 

議長（南靖久議員） 他にございませんか。 

 １１番、濵中佳芳子議員。 

１１番（濵中佳芳子議員） 財団法人尾鷲文化振興会の事業報告の方の６ページ、７

ページの自主事業の一覧に関してご質問いたします。 

 全体に見まして入場者数が少ないように思うんです。やっぱりこういった事業

は少しでも人に来ていただくことが大事なところではないのかなと思うんですけ

ども、全体を見まして、あそこは約９００人の収容人数としましても、５０％以

上入場されているものがほとんど見受けられず、二つ、三つというあたりだと思

うんですけども、それに関して、どういったふうに対策というか、これからの計

画をされているのか。やはり人が呼べる事業内容でなかったと見るのか、それと

も入場に対する宣伝効果がなかったと思われるのか、その辺どういうふうに見ら

れておりますか。 

議長（南靖久議員） 副市長。 

副市長（横田浩一君） お答えさせていただきます。そもそも文化振興会につきまし

ては、今現在、尾鷲市の第６次の総合計画を策定しておりまして、さらに現在

第５次が進行中でございます。その中で、文化・芸術の役割になるといった位置

づけになっております。ということで、地域の文化をどのように振興していくか

というのは大きな役割でございますけども、そのほかに、これは振興会の方の自

主事業でございますが、自主事業として、こういった市民の皆さんに楽しんでい

ただける事業としてお越しいただいているという事業を組んでおります。こちら

につきましては、確かに入場者数の多いもの、少ないものがございますけども、

やっぱり皆さんに、ある一つのことに特定して来ていただくというよりも、文化

性の高い、それから啓発性の高いようなものも含めてグローバルに事業を組んで

おるつもりでございますので、結果的に一部入場者数の少ないといったところは
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出ております。なお、まだ結果は出ておりませんけども、いろんな広報の中でも

こういった催し物をしているということで皆さんにお知らせしておるんですけど

も、さらに今現在、お隣のまちにも来ていただけないかということで働きかけを

行っておりまして、お互いイベント情報なんかを交換しながら来ていただける範

囲内でお客様に来ていただけるような形で、より広く見ていただけるというよう

な形を組んでいきたいということで、今、協議中でございます。 

議長（南靖久議員） １１番、濵中佳芳子議員。 

１１番（濵中佳芳子議員） 本当に見たいものであれば、それこそ県外からでも来ら

れるのがこういう文化事業であると思いますので、幅広くいろんな方面への文化

の志向性というのを調査されることも必要かと思います。そんなあたりも含めて、

今後入場者数、収入あるなしにかかわらず、たくさんの人に来ていただけるきっ

かけをつくれるようにお願いしたいと思います。 

議長（南靖久議員） 他にございませんか。 

 ３番、端無徹也議員。 

３番（端無徹也議員） 私も、この財団法人尾鷲文化振興会の平成２１年度事業報告

及び決算及び平成２２年度の事業計画及び予算の中の収支決算書の中の記載につ

いて少しお尋ねします。 

 まず、この平成２１年度の収支決算書の中の事業収入の細目の項の中に、入場

料等収入と貸館利用料収入ということで、２１年度の方は、入場料の方は、先ほ

どの濵中議員の質疑にもあったように、かなり入場者数が少ないということで収

入が減っておるという状況が見てとれます。反対に、貸館利用の方が、当初の予

算額よりかなり大幅にふえているというのも見てとれるんですけども、平成２２

年度の方の収支予算書の事業収入を見た場合、この入場料等収入と貸館利用料の

収入の今年度の予算額が、前年度の予算額と同額で計上されているというか試算

されているという根拠など、もしおわかりになれば教えていただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

議長（南靖久議員） 生涯学習課長。 

教育委員会生涯学習課長（川端直之君） ご質問にお答えいたします。 

 今のお話の予算につきましては、平成２０年度から指定管理を受ける際に、指

定管理の期間は３年間で受けております。３年分の内容が未確定のまま各年度に

認められた予算を計上しておりますので、当初の事業計画に当たっては、その３

年分、３年前に確定した数字として予算計上いたしておりますので、このような
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予算計上となっております。 

議長（南靖久議員） ３番、端無徹也議員。 

３番（端無徹也議員） 確認になるんですけども、ということは、指定管理を新たに

募集するときに、あらかじめこの予算額はこれでいきなさいということを明記さ

れているということでよろしいんですか。 

議長（南靖久議員） 生涯学習課長。 

教育委員会生涯学習課長（川端直之君） これは、公募した際に各応募団体から事業

計画を受け取りまして、その業者を決定した段階で予算が決定されております。

こちらから提示したのではなく、申請した団体の方から申請された額でございま

す。 

議長（南靖久議員） １６番、真井紀夫議員。 

１６番（真井紀夫議員） 質疑と要望をまぜてお願いしたいと思うんですけど、きの

う、戦没者追悼式に行って、文化会館の前まで行って、あれ、やっぱりと愕然と

したんですけども、花壇が、ツツジがきれいに咲いておるんですけれども、雑草

がツツジ以上に生えまして、見る目全く汚らしいと、そんな感じを持ちましたの

で、二、三の方にお尋ねした。そしたら、市民の方々も、いつもあないなってお

ると、特に春から夏はひどいというようなことでしたけど、決算と予算の中にこ

の管理費はどんなふうに入っておりますか。その辺まずお願いをしたいというこ

とと、それからもう一つは、あの文化会館は建設してから十数年になりますかね。

これは市民の方々からの要望でもあるかと思うんですけど、当初から貸館の利用

料金が高いと、こう思っておったけども、まだ景気が当時よかったんですよ。最

近になると高いのでなかなか利用しづらいと。せめて尾鷲市民が利用する場合に

は、もう少しその辺のところを考えてもらうことはできないだろうかと。この貸

館についての見直しがなされるのだろうかと、そのような声を幾つかいただいて

おります。 

 まず、この２点をお願いいたします。 

議長（南靖久議員） 副市長。 

副市長（横田浩一君） まず、質問の二つ目の方につきまして、先にご説明させてい

ただきます。 

 貸館につきましては、市民の方にご利用していただいておりまして、利用料金

自体は一定の価格が決まっております。そういった中で、いろんなご意見もちょ

うだいする中で決めていきたいとは思うんですけども、利用料金の考え方としま
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しては、公益性と、それから応益性の二つの形があります。したがって、公益性

といった観点では下げていくといった方向性が働きますし、受益性、本人の負担

といった意味では一定の額を保って、その館を使用するに値する経費をちょうだ

いするといった二つのバランスをとる必要がございますので、こういったバラン

スをとりながら、再度いろいろご意見もお聞きしながら料金については検討して

いきたいと思います。また、この契約自体が平成２４年から更新しますので、そ

ういった中でも検討の一つにさせていただきたいと思っております。 

議長（南靖久議員） 生涯学習課長。 

教育委員会生涯学習課長（川端直之君） 除草の関係なんですが、決算としてですが、

年間１０万円ほど上がっておりますけども、私は詳細については把握していない

ので明確な答えはできないんですが、もう少し明確に調査といいますか聞き取っ

た上で、そういうことのないように努めていきたいと思いますので、ご理解をお

願いします。額としては１１万円ほど見ております。 

議長（南靖久議員） １６番、真井議員。 

１６番（真井紀夫議員） 先に貸館の方なんですけども、これは当初からの利用料金

じゃないですかね。一度もこの十数年間見直しをせずに来ておるんじゃないかな

と、こう思うんです。そこは文化・カルチャーの殿堂、本拠地でもあるんですけ

ども、そういう意味では市民に大いに利用してもらうと、また楽しんで利用して

もらうということに関しましては、かなり経済的な負担が重いということは当初

からあったんですけど、その当時はまだ景気もそんなに悪くなかったのかと思う

んですけども、ここ二、三年、特に経済状態も悪くなってきておるんですね、市

民生活も。そういう意味の中において、せめて安らぎというんですか、そういう

楽しみを提供すると。受益者負担とかどうとかと言うと、何か経済活動の殿堂み

たいに聞こえるんですけども、そうじゃなくして、市民がなごやかに集える場所

という意味におきまして、その辺の考え方を少し変えていただきたいなと、要望

だけさせてもらっておきます。 

 それから、花壇の方ですけど、花壇はやっぱりきれいで清潔で見る目を楽しま

せてもらうというのか、そういう意味では、今はもう雑草の花壇になっています

ね。これは見る人１００人おったら１００人ともそのように受けとめております

けど、私はきのう行って、やっぱり以前と変わらんなと思ったんですけれども、

やはり花壇をつくってあるんですから、多少経費はかかるだろうけれども、一応

文化の本拠地ということであり、また市民の楽しむ場であるんですから、もう少
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し清潔にきれいに管理してやっていただきたいと。費用のことはそちらでまたご

検討いただいたらいいかと思うんですけど。 

 それからいま一つ、一昨日、私は久しぶりに、ちょくちょく行くんですけど、

映画を見てきました。たまたまこの映画はどうなのかなと見ていったのが「孤高

のメス」というお医者さんの映画でしたけれども、そしたら周囲の人は、いっぱ

いじゃなかったですけれども、半分ぐらいしか入っていなかった。皆さんも涙、

涙の、初めから終わりまでそんなような感動を呼ぶ映画でした。ぜひとも映画も

感動を呼ぶような映画をこれからしっかりと上映してほしいなと、こう思ったも

のですから、これは要望ということでよろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

議長（南靖久議員） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（南靖久議員） ないようでございますので、これをもって質疑を終結いたしま

す。 

 議題の件は報告でありますので、これをもって終結をいたします。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 以後、会期日程のとおり、明日８日から１０日まで議案調査のため休会と

し、１１日午前１０時より本会議を開きますので、よろしくお願いいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

〔散会 午前１１時２３分〕 

 


